
繰上返還例（イメージ図）

【事例１　①の納付期限前に１年分を納付する場合】

納付期限5/17頃

※　②が①に，③が②に，④が③に繰り上がる。
　 ただし，やむを得ない事由（外国出張等）があると認めるときは，繰上を行わないことができる。

【事例２　①の納付期限前に２年分を納付する場合】

納付期限5/17頃

※　③が①に，④が②に繰り上がる。
　 ただし，やむを得ない事由（外国出張等）があると認めるときは，繰上を行わないことができる。

【事例３　①の納付期限に２年分を納付する場合】

※　③が②に，④が③に繰り上がる。
　 ただし，やむを得ない事由（外国出張等）があると認めるときは，繰上を行わないことができる。
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